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弁明の機会付与通知書


　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様

上小阿仁村長


国民健康保険法の規定による不利益処分について、次のとおり弁明の機会を付与するので、行政手続法第30条及び上小阿仁村行政手続条例第27条の規定により通知します。

	予定される不利益処分の内容
及び根拠となる法令の条項
	被保険者証の返還命令
国民健康保険法第9条第3項(第9条第4項)

	不利益処分の原因となる事実
	　　　　 年度国民健康保険税の滞納
「　　　　年　　月　　日納付期限の国民健康
保険税(　　　　円)の滞納による。」

	弁明書の提出先
	上小阿仁村小沢田字向川原118番地
上小阿仁村　住民福祉課　税務保険班
（電話番号　0186-77-2222）

	弁明書の提出期限
	　　　　　　年　　月　　日
(本通知から起算して14日後に設定する。)



備考
　1　弁明は別紙「弁明書」を提出することにより行ってください。
　2　弁明をするときは、証拠書類等を弁明書と併せて提出することができます。
